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長崎県における食中毒病因物質の概要 (2023年度)
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は じ め に

1997年5月30日の食品衛生法施行規則改正でノ

ロウイルス （2003年8月29日同規則改正で小型球

形ウイルスから名称変更）及びその他のウイルスと腸

管出血性大腸菌（VT産生）が、1999年12月28日に

は同規則改正によりコレラ菌、赤痢菌、チフス菌、パ

ラチフス A 菌が、2012年12月28日にはクドア・セプ

テンプクタータ（以下、クドア）、ザルコシスティス、ア

ニサキス及びその他の寄生虫が食中毒事件票に病

因物質として追加された。これらの施行規則改正に

より、ウイルス性食中毒が位置づけられるとともに、

コレラ菌等の4菌種についても飲食に起因する健康

被害発生時は、他の食中毒病因物質と同じ措置が

とられるようになった。当センターでは保健所との協

力体制の下、ノロウイルス及び細菌学的検査を同時

に実施している。

本報告では、2023年度に発生した本県食中毒事

例で検出された病因物質について報告する。

調 査 方 法

長崎県生活衛生課が取りまとめた2023年度の食

中毒発生状況（長崎市及び佐世保市の発生届出分

含む）より、主要病因物質（細菌、ウイルス、寄生虫、

自然毒及び化学物質等）ごとに事件数及び患者数

を集計した。

結 果 及 び 考 察

長崎県内では食中毒が15件発生した。発生事例

の内訳を表1に示す。

１ 細菌性食中毒

長崎市及び大村市においてカンピロバクター属

菌による食中毒が3件発生した（事例：1、7、8）。

事例1：長崎市の飲食店において提供された白レ

バー刺し、鶏ハツ刺し等を喫食した6名のうち3名が

腹痛、下痢等の症状を呈し、3名すべてからカンピロ

バクター属菌が検出された。

事例7：大村市の飲食店において提供された食事

を喫食した2グループ18名中14名が下痢、頭痛、発

熱等を呈し、このうち5名からカンピロバクター・ジェ

ジュニを検出した。

事例8：長崎市の飲食店において提供された食事

（鳥刺し、唐揚げ、ピザ等）を喫食した2グループ5名

が腹痛、下痢等の症状を呈し、このうち4名からカン

ピロバクター属菌が検出された。

２ ウイルス性食中毒

ノロウイルスによる食中毒は4件発生した（事例：9、

11、12、15）。

事例9：大村市の飲食店において提供された食事

を喫食した5グループ87名中54名が下痢、嘔吐、発

熱等の症状を呈した。調査の結果、喫食者52名のう

ち26名とトイレ水洗レバーからノロウイルスGⅡ遺伝

子を検出した。そのうち24名はGⅡ.4型であった。残

り2名とトイレ水洗レバーからは遺伝子量が少なく型

別不能であった。従事者20名からノロウイルス遺伝

子は検出されなかった。
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事例11：諫早市の飲食店において4グループ22名

中17名が下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈した。調査

の結果、喫食者は5名中2名、従事者は9名中3名か

らノロウイルスG Ⅱ.2型遺伝子を検出した。

事例12：長崎市の飲食店において1グループ6名が

嘔吐、下痢等の症状を呈した。調査の結果、患者及

び調理従事者の便からノロウイルスが検出された。

当所においては長崎市の関連事例として対応し、喫

食者4名中3名からノロウイルスG Ⅱ.17型遺伝子を検

出した。

事例15：諌早市の飲食店において6グループ23名が

嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈した。調査の結果、

患者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出さ

れた。当所においては喫食者12名中7名、従事者15
名中2名からノロウイルスG Ⅱ遺伝子を検出した。喫

食者6名と従事者1名はG Ⅱ.2型遺伝子であったが、

喫食者1名と従事者1名は遺伝子量が少なく型別不

能であった。

３ 寄生虫性食中毒

クドアによる食中毒は4件発生した（事例：4、5、6、

14）。

事例4：南島原市の飲食店においてヒラメの刺身

を喫食した25名中13名が嘔吐、下痢症状を呈した。

調査の結果、有症者1名の便からクドアの胞子遺伝

子を検出した。

事例5：島原市の飲食店から配達されたヒラメの刺

身含む（推定）ちらし寿司を喫食した7名中5名が嘔

吐、下痢症状を呈した。調査の結果、有症者3名中2
名の便からクドアの胞子遺伝子を検出した。

事例6：佐世保市の飲食店においてヒラメを含む刺

身（推定）を喫食した54名中9名が腹痛、嘔吐等の

症状を呈した。調査の結果、有症者8名中5名の便

からクドアの胞子遺伝子が検出された。

事例14：諌早市の飲食店においてヒラメの刺身（推

定）を喫食した21名中18名が吐き気、嘔吐、下痢、

悪寒等の症状を呈した。調査の結果、有症者１名の

便からクドアの胞子遺伝子が検出された。

アニサキスによる食中毒は4件発生した（事例：2、

3、10、13）。事例13以外は原因食品の特定に至らな

かったが、魚介類の生食が確認された。いずれの事

例も医療機関でアニサキスが確認された。

４ 自然毒による食中毒

発生はなかった。

５ 化学物質による食中毒

発生はなかった。
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